
単身者用共同住宅関係（要綱第 15 条、細則第 17 条） 

管 理 連 絡 先 表 示 板 

・常駐管理人を置く場合 

管 理 連 絡 先 
 

建 築 物 の 名 称  

建築物の所在地 富田林市 

住 所： 

氏 名： 

電 話： 

管 理 人 

室 名： 

※ 縦 30cm 以上 横 40cm 以上とする。 

 

・常駐管理人を置かない場合 

管 理 連 絡 先 
 

建 築 物 の 名 称  

建築物の所在地 富田林市 

住 所： 

氏 名： 

担当者： 

管 理 人 

電 話： 

上記連絡先の業務時間は、午前  時から午後  時までです。 

氏 名： 時間外の連絡先 

電 話： 

※ 縦 30cm 以上 横 40cm 以上とする。 


